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➤ 「再犯防止」を取り巻く状況について
なぜ「再犯防止」が必要なのか
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刑事司法手続

再び犯罪に戻さない



令和元年の刑法犯認知件数は

74万9千件
で17年連続して減少

（警察庁発表犯罪統計資料）
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（警察庁発表犯罪統計書「令和元年の犯罪」）

53.3万件



様々な「生きづらさ」に対し，それぞれに応じた支援を行うことが重要
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高齢・障害

疾病・嗜癖

貧困

生育環境

その他

犯罪・非行

犯罪・非行を防止するための様々な支援

就労・住居支援 福祉的支援

保健・医療支援 教育的支援



➤ 国における取組について
1 「再犯防止推進計画」
2 「再犯防止推進計画加速化プラン」



1-① 「再犯防止推進計画」の策定に至る経緯

平成28年12月 「再犯の防止等の推進に関する法律」
の公布・施行

再犯防止推進計画等検討会の開催

平成29年12月「再犯防止推進計画」の閣議決定

・ 再犯防止に関する我が国で初めての計画
・ ５つの基本方針の下，７つの重点課題について115の具体的な施策を
盛り込む
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1-② 「再犯防止推進計画」における重点課題

【７つの重点課題と１１５の施策】
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⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備

・ 刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関
の連携の強化

・ 薬物依存症の治療・支援機関の整備、自助グ
ループを含む民間団体への支援

・ 薬物指導体制の整備、海外における拘禁刑に代
わる措置も参考にした再犯防止方策の検討 等

・ 矯正施設内での学びの継続に向けた取組の充実
・ 矯正施設からの進学・復学の支援 等

・ アセスメント機能の強化
・ 特性に応じた効果的指導の充実
・ 効果検証・調査研究の実施 等

・ 更生保護サポートセンターの設置の推進
・ 更生保護事業の在り方の見直し 等

・ 地域のネットワークにおける取組の支援
・ 地方再犯防止推進計画の策定等の促進 等

・ 職業訓練、就労に向けた相談・支援の充実
・ 協力雇用主の活動に対する支援の充実
・ 住居提供者に対する支援、公営住宅への入居に
おける特別の配慮、賃貸住宅の供給の促進 等

① 就労・住居の確保

③ 学校等と連携した修学支援

⑤ 民間協力者の活動促進、広報・啓発
活動の推進

⑥ 地方公共団体との連携強化

④ 特性に応じた効果的な指導

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進



再犯防止推進計画加速化プラン（R1.12.23犯罪対策閣僚会議決定）

２

満期釈放者対策の充実強化

地方公共団体との連携強化の推進

民間協力者の活動の促進

「再犯防止推進計画」に基づき政府一体となって実施している再犯防止施策に関して，
より重点的に取り組むべき３つの課題に対応した各種取組を加速させるもの

満期釈放者対策の充実強化１

地方公共団体との連携強化の推進２

民間協力者の活動の促進３
9
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【成果目標】
令和３年度末までに，１００以上の地方公共団体で

地方再犯防止推進計画が策定されるよう支援
→令和３年４月１日現在で１８８団体において策定済み

【具体的取組】
〇地方公共団体に対する各種統計や好事例等の提供
〇地方公共団体における実施体制の構築のための支援

【 地域社会での支援 】

就労の確保 住居の確保

修学の支援保健医療・福祉サー
ビスの提供

保護
観察所

【 刑務所等での指導・支援】
○作業・職業訓練
○性犯罪，薬物などの指導
○福祉等へつなぐための支援

検察庁

保護
観察所

地方公共団体との連携強化の推進
2-② 再犯防止推進計画加速化プランの概要
２
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➤ 国と地方公共団体が連携した取組について
１ 「地方再犯防止推進計画」
２ 犯罪をした者等に関する地方公共団体への情報提供について
３ 「地域再犯防止推進モデル事業」



1-① 「地方再犯防止推進計画」とは

都道府県又は市町村（特別区を含む）が，
再犯防止等に関する施策について定める計画

「都道府県及び市町村は，（国の）再犯防止推進計画を勘案して，当該都
道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を
定めるよう努めなければならない」（第８条第１項）
「都道府県及び市町村は，地方再犯防止推進計画を定め，又は変更したとき
は，遅滞なく，これを公表するよう努めなければならない」（第８条第２項）
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新潟市，静岡市，浜松市
新潟県：長岡市
富山県：高岡市，氷見市，砺波市，射水市
石川県：金沢市，七尾市，小松市
山梨県：小菅村 長野県：岡谷市，千曲市
岐阜県：岐阜市，多治見市，美濃加茂市，土岐市，各務原市

瑞穂市，富加町，七宗町，白川町
静岡県：御殿場市
愛知県：豊橋市，みよし市
三重県：四日市市，名張市，多気町

地方再犯防止推進計画等の策定状況（R3.4.1現在）

策定済み：188 団体
・ 都道府県：42 団体

・ 指定都市：16 団体
・ その他の市町村（特別区を含む）：130 団体

北海道・東北地方（14市町村）
仙台市
北海道：小樽市，帯広市，北見市

苫小牧市，北広島市
岩手県：盛岡市
宮城県：多賀城市，大崎市
秋田県：秋田市，男鹿市，鹿角市，大仙市
福島県：福島市

甲信越・中部地方（29市町村）

中国・四国地方（38市町村）

九州地方（9市町村）

さいたま市，横浜市，川崎市，相模原市
栃木県：宇都宮市，栃木市
群馬県：前橋市，富岡市，安中市，嬬恋村

明和町，邑楽町
埼玉県：川越市，越谷市，朝霞市，志木市

白岡市，三芳町，川島町，美里町
千葉県：南房総市
東京都：千代田区，大田区，中野区，豊島区

府中市，国分寺市，福生市
武蔵村山市，瑞穂町

神奈川県：鎌倉市，藤沢市，厚木市
座間市，南足柄市，開成町

近畿地方（20市町村）
京都市，大阪市，堺市，神戸市
滋賀県：草津市，野洲市，日野町
京都府：宇治市
大阪府：豊中市，高槻市，泉佐野市

河内長野市，柏原市，
羽曳野市，門真市，摂津市
高石市，大阪狭山市
忠岡町

兵庫県：加古川市

■策定済 ■パブリックコメント手続中 ■協議会等で検討中

関東地方（36市町村）

※ 奈良県は，奈良県更生支援の推進に関する条例を制定

※ 兵庫県明石市及び奈良県奈良市は，条例を制定

※ 兵庫県明石市及び奈良県奈良市は，条例を制定

岡山市，広島市
島根県：松江市，大田市，安来市，邑南町
岡山県：久米南町
広島県：三原市，尾道市，大竹市
山口県：下関市，宇部市，山口市

防府市，下松市，岩国市
光市， 柳井市，美祢市，周南市，周防大島町，和木町

徳島県：小松島市，阿南市，東みよし町
香川県：高松市，丸亀市，善通寺市
愛媛県：今治市，新居浜市，西予市，東温市，内子町，松野町，愛南町
高知県：室戸市，香南市，梼原町

北九州市，熊本市
福岡県：春日市，宇美町，

志免町
長崎県：西海市，雲仙市
宮崎県：川南町
鹿児島県：奄美市

※法務省調べ
（各都道府県，指定都市からの回答に基づく）
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第１章 計画策定の意義等
１ 法的根拠
２ 計画策定の意義
３ 計画策定の流れ

第２章 計画に盛り込むことが考えられる主な内容とその考え方について
１ 計画策定の趣旨等
２ 地域における再犯防止を取り巻く状況
３ 重点課題・成果指標
４ 取組内容
５ 推進体制

第３章 具体的な取組の記載例等
１ 就労・住居の確保等のための取組
２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
３ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組
４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組
５ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等のための取組
６ 国・民間団体等との連携強化等のための取組

「地方再犯防止推進計画策定の手引き」について（法務省HPに掲載中）
地方公共団体（特に市町村）における地方再犯防止推進計画の策定を促進する

ため、計画策定に至るまでの事務手続例や、計画に盛り込む施策の具体例などをまと
めたもの。

概要

構成

改定 全国で既に策定済みの地方計画の実際の記載例を掲載するなどの改定を実施
（令和３年３月）14
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2 犯罪をした者等に関する地方公共団体への情報提供について

※矯正施設や更生保護官署の保有する個人情報については，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に従っ
て取り扱う必要があることから，同法第８条第２項に基づき，①本人の同意があるとき，又は②提供を受ける地方公共団
体が，法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し，かつ，当該個人情報を利用す
ることについて相当な理由があるときに限って提供することが可能となります（ただし，情報の提供によって，本人又は第三者
の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは，この限りではありません。）。

▶法務省においては，地方公共団体に対し，地方公共団体が支援等を行うために必要な情
報（国が犯罪をした者等に対して実施した指導・支援等に関する情報等）について，個人
情報等の適切な取り扱いに十分配慮しつつ，適切に情報を提供することとしています。

【具体的な情報提供のイメージ】

▶条例に基づく再犯防止の取組への
協力として実施している情報提供のスキーム

都道府県

刑事施設・保護観察所

法務省
矯正局，保護局

条例への協力に
関する申合せ

①依頼

②情報提供
・受刑事実の有無
・処遇プログラムの受講結果 等

▶「地域再犯防止推進モデル事業」
を踏まえて整理された情報提供のスキーム

都道府県

①同意の取得

対象者

刑事司法
関係機関

福祉関係機関 等

③
支
援
の
実
施

②情報提供
・生育歴
・刑事処分歴
・釈放日 等
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3 地域再犯防止推進モデル事業（再犯防止等推進調査地方公共団体委託事業）
▶ 国・地方公共団体の協働による地域における効果的な再犯防止対策の在り方について調査するため，36

の地方公共団体に委託し，①地域の実態調査と支援策の策定，②モデル事業の実施，③事業の効果検
証といった一連の取組を地域再犯防止推進モデル事業として実施（H30年度～R2年度）

モデル事業の取組例
【専門機関の設置を始めとする支援体制の整備及び総合的な支援の実施】
➤ 「立ち直りサポートセンター」を設置し，対象者の特性に応じた支援を実施（福岡県）
【薬物依存症者に対する取組】
➤ 薬物依存のある満期出所者等に対して，回復支援プログラム，就労・住居の確保のための支援等を実施（栃木県）
【性犯罪者に対する取組】
➤ 性犯罪を行った起訴猶予者等に対して，臨床心理士による心理カウンセリングプログラムを提供（大阪府)
【広報・啓発に関する取組】
➤ テレビ，ラジオ等多様な媒体を活用し，再犯防止に関する現状と課題，取組の必要性等を周知（北海道）

① モデル事業で蓄積された成果や課題等について，全国に横展開する。
② 国と地方公共団体の協働による地域における効果的な再犯防止対策の在り方を検討し，

更なる取組を推進

・地域の実態調査
・支援策の策定 ・モデル事業の実施

・効果検証
・調査結果の報告

・地域における支援ニーズの実態調査等
・調査を踏まえた再犯防止の取組を策定

・地域の実情に応じた取組を実施
（具体的な取組例は下記のとおり） ・モデル事業の成果，課題等を検証

（半年程度） （２年程度） （半年程度）

令和３年度の取組
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➤ 令和３年度の取組について
地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会



地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

全国会議

ブロック
協議会

地域連携
協議会

※本日開催（本年６月18日）
・ 地域再犯防止推進モデル事業において蓄積された
成果や課題などについて，全国の地方公共団体で
の把握・理解の促進を進める。

※本年９月以降開催予定
・ 全国会議の開催を受け，全国６ブロックにおいて，
再犯防止の取組を進める意欲を持つ地方公共団
体に対し，ノウハウや情報の提供等を行う。

※本年10月以降開催予定
・ 再犯防止の取組を進める地方公共団体の連携に
より，都道府県と市区町村の連携モデルの試行を
行う。
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Ⅰ全国会議

都
道
府
県
・
市
区
町
村
の

連
携
方
策
等
の
検
討

Ⅲ地域連携協議会

令和３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
令和４年

１月 ２月 ３月

Ⅰ全国会議
6/18

【スケジュール（案）】

Ⅱ ブロック別協議会

地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会（令和３年度）

取
組
メ
ニ
ュ
ー
の
普
及
・
促
進

Ⅲ 地域連携協議会

モ
デ
ル
事
業
の
成
果
の
横
展
開

次
期
再
犯
防
止
推
進
計
画
の
検
討

各
協
議
会
等
の
成
果
や
課
題
を
踏
ま
え
、

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
取
組
を
さ
ら
に
促
進

地方公共団体にお
ける具体的な取組
の検討・実施

Ⅱブロック協議会

○モデル事業で成果が確
認された取組を中心とした
取組の周知・共有

地方公共団体による
取組の実施

○ブロックごとに，都道府県と市区町村の連携による取組を試行する地域を選定の上，年度内に
複数回実施（６ブロックにつき各１か所）
○協議会においては，法務省と試行地域となった都道府県とが協働し，有識者からの助言も得つ
つ，都道府県，管下の市区町村，各関係機関等において再犯防止の取組を更に発展させるため
の方法や課題を検討

試行地域となった都道府県
を基点とし，各ブロック内
において，都道府県及び
市区町村の連携による取
組方策を横展開（Ｒ４
～）

○全国会議を踏まえた各地方
公共団体における取組状況の
共有
○各地方公共団体が抱える課
題の解決策等について協議

国・都道府県・市区町村の連携による再犯防止の取組の在り方について取りまとめ
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➤ 再犯防止推進白書について



第１章 再犯防止をめぐる近年の動向
近年の動向・再犯の防止等に関する施策の指標

第２章 就労・住居の確保等のための取組
ー第１節 就労の確保等
ー第２節 住居の確保等

第３章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
ー第１節 高齢者又は障害のある者等への支援等
ー第２節 薬物依存を有する者への支援等

第４章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組

第５章 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施
等のための取組

第６章 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進
等のための取組

ー第１節 民間協力者の活動の促進等
ー第２節 広報・啓発活動の推進等

第７章 地方公共団体との連携強化等のための取組

第８章 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組

特 集 地方に広がる再犯防止施策

推進計画に掲げられた115の施策の実施状況等

令和２年版「再犯防止推進白書」の構成

特 集
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▶ 法務省ホームページに全文を掲載しています。
http://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/hisho04_00009.html


